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はじめに

本稿は，学校教員免許取得者を対象とした授業に，

西洋法制史上の話題を導入した取り組みの実施報告

である．

法制史という科目は一般に，法学部内に設置され

ている1．法曹や法学者にとって歴史的素養につい

ての意義づけは，法制史研究者や実定法学者から何

度も主張されている2．一方で，法学部で学んだ人

以外に「法制史」というと，「法律の歴史？」と怪訝

な顔をされることが多い．簡単にでも説明すること

には，かなりのエネルギーを要する分野である．ま

して，報告者のように教員養成課程で法学関連科目

を担当することになると，教員免許状取得という目

的や時間数との関係から，どうしても法制史にこだ

わることは難しい．

法教育も，主流となるのは「交渉」「弁論」や「調

停」を意識した「話し合い」による共通理解から説

得へという行為の教育であり，現在の問題が意識さ

れている．

しかしながら，法教育の推進のおかげで，さまざ

まな面で「法」に関わる教育が豊かになってきた感

がある．例えば，千葉大学教育学部附属小学校では

「『法』という視点を組み込んだ社会科学習」が開発

されている3．また，現在の裁判所と江戸時代の白

洲の見取図を提示しながら，司法作用の趣旨につい

て考えさせる授業が静岡大学教育学部附属島田中学

校によって実践されている4．比較法文化研究5を素

材とする貴重な実践例の一つである．

｢法」という素材を活用した社会科学習の可能性

を広げるために，報告者自身の従来の取り組みを省

みつつ，今後の取り組みを考える手掛かりとするの

が本報告の目的である．手順としては，過年度に学

部の担当授業の枠組み6 で扱ってきた法制史上の話

題提供を概観したうえで，今年度の免許更新講習で

取り上げた内容について考察したい．

１．過年度における取り組みと受講生の反応

⑴実施概要

学校教員免許取得に関連する科目として例年担当

する講義科目は，「法律学概説」，「法律学特講」，「日

本国憲法」である．

①法律学概説

この科目は２年生を対象とする中学校社会科教員

免許取得のための選択必修科目である．極端な場合，

日本国憲法以外に教科に関する専門科目としては，

本科目を受講しただけで，中学校の公民的分野のう

ち法や司法制度に関わる部分を授業することになる

かもしれない．このことを念頭におくと，法令集・

判例集の種類や素材等，法情報の扱い方も，内容は

法の種類からはじまって俯瞰的にならざるをえない．

そのなかで歴史的考察に立ち入る余地はほとんどな

く，あくまで付随的に話題提供する場合がほとんど

である．例えば，学問体系として「実定法学」に対

する「基礎法学」に法制史や法哲学も存在すること，

法の存在形式や種類を説明するなかで「学説」とい

う用語を説明するときに，ローマ法の学説彙纂と

ローマ法学の展開に言及する場合もあること，大ま

かな法体系として判例法中心の英米法系と法典中心

の大陸法系に分かれていること，「契約は守られる

べし」や「疑わしきは被告人の利益に」等の法諺が

登場するときにその文言の沿革などを語る，といっ

た程度にとどまる．上述した中学校の授業実践例を

応用して，諸外国の法廷構造の違い（陪審法廷等）

に注目させてみたこともある．

②法律学特講の場合

この科目は，３年生を対象とし，高等学校公民科

教員免許取得に算入できる科目である．赴任時の説

明では，担当教員の専門分野を講ずることができる

とも聞いたことがある．せめて法思想・法哲学的内

容を取り入れ，「法の歴史と思想」というテーマで授

業計画を立ててみたこともあった．2009年度は「人
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権と法を考えるドイツの旅」と題して，ヨーロッパ

各地の画像，史料，記念碑やエピソードも含めなが

ら，ローマ法，中・近世の裁判所，プロイセン一般

ラント法，テレジア法典，ワイマール共和国，第三

帝国期から東西ドイツへの分裂と統一まで，間に法

哲学上のテーマ（法と道徳，法実証主義と自然法論

で知られるケルゼン＝ラートブルフ論争等）も含み

ながら網羅してみた．

2010年度は明治における近代的な法制度の成立過

程を，大津事件や民法典論争から遡って提示した．

指定テキストは『概説西洋法制史』（ミネルヴァ書房，

2004年）とし，テーマごとに読みやすさを考えて新

書程度の参考文献を紹介した．

③日本国憲法の場合

この科目は統治機構や人権概念の今日的問題を扱

うのが主目的ではあるが，歴史的背景を意識的に強

調して語っている．導入部分は，必ずといってよい

ほど「固有の憲法」「立憲主義的意味の憲法」から始

まるため，人権概念の歴史や大日本帝国憲法制定史，

日本国憲法制定史，市民革命期の「自由」から社会

権規定を盛り込んだワイマール憲法が登場する過程，

ドイツ連邦共和国基本法が採用した「憲法忠誠義務」

制定7 など，歴史的文化的背景に時間をかけること

はある程度可能である．ただし，あくまで「憲法史」

や「憲法思想史」に視角を特定するという条件付け

が必要となる．

⑵受講生の反応

法律学概説での問題は，余談扱いに終始され，法

制史的事象を説明する意義が伝わりにくいというこ

とである．個別の話題を深めることはたやすいが，

かといって，時間をかけるわけにもいかず，要点だ

けをかいつまんで語ることにも，効果的な教授方法

については，講義担当者として未だに模索中である．

受講生側の問題としては，他の授業で学んだこと

との関連付けや比較ができない人，「歴史のことは

歴史学の授業で学ぶ」という固定観念を持っている

人が少なくないことである．

この点は法律学特講や演習でも同じである．法制

史に特化すればするほど，当初から期待外れの表情

があからさまである．それを押して法制史を探究す

ることの魅力を伝えるためには，法を「外側」から

見る基礎法学の立場を総合した方法や，授業で「こ

のように使える」という実用性の強調ではないか，

というのが今のところの報告者の考えである．

これに対して，日本国憲法の授業で取り上げる話

題については，講義担当者の力量不足は否めないも

のの，ドイツが憲法忠誠義務の規定を盛り込むに至

る背景や，憲法裁判所の判例を示すと，他学科の学

生も含めて反応が返ってくることがあり，短時間な

がら議論が成立することが最近になって少しずつ増

えてきたという印象を受けている．

２．2014年度教員免許更新講習における

実施例

⑴受講者および事前アンケート

実施日は2014年９月20日（土），講習科目名と時間

数は2013年度と同様「法教育の現状と課題」，午前・

午後の６時間分である．

昨年度は福岡県・熊本県双方の弁護士会からゲス

トスピーカーをお招きしたが，今年度は特に県内の

話題と質疑応答時間に集中するため，熊本県弁護士

会法教育委員会委員長の飯田喜親弁護士からお話い

ただくことができた．

今回の受講生は27名，所属の校種も多岐にわたり，

内訳は高校13名，中学校６名，中高一貫１名，小学

校３名，専門学校１名，特別支援学校１名，無所属

２名であった．

事務局が用意した事前アンケート項目の「受講動

機」や「本講習で学びたいこと・関心の高いこと」

によれば，大きく分けて以下の種類に分類できる．

①法教育とは何か

②日本国憲法の教え方

③法や制度に関する授業作りの参考

④教育現場で生ずる法的トラブルの現状と対処

⑤規範意識の低下に備えた対策

いわゆる教育関連法規の解説や，学校事故・保護

者対応は予定していなかったが，複数の受講生が挙

げていた．「法」と「教育」という用語が入ると，例

年，教員や学校自身の問題に置き換えられてしまう

ことがある．それでも，今年度は授業作りの参考と

いう点に目を向けていただいた方が特に多かった．

新学習指導要領に従った教科書の使用が始まって以

降，「法教育」は教育現場にとっても決して馴染みの

ない用語にはなりつつある，という印象を受けた．

⑵当日の進行概要

当日の進行は以下の通りとした．

(午前）

１．法教育とは？

２．日本における「法教育」推進の動き概観

３．法教育に向けた話題提供―法制史の視角から―

⑴ロマニストとゲルマニスト
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４．法教育に向けた話題提供―法制史の視角から―

⑵「普通の人々」と過去の責任

(午後）

１．法教育に関する熊本県弁護士会の取り組みに

ついて

２．同上＋質疑応答・意見交換

事前アンケートの「学びたいこと」に挙げられて

いた内容のほとんどすべてはゲストスピーカーの先

生に網羅していただくことになってしまった．それ

に加えて最近の主要判例や法令をめぐる動きを，実

務上のエピソードも加えながら生き生きと語ってい

ただいた．従って，事前アンケートとの関係では，

午後はほぼすべての方の要望に沿った講習となった

のではなかったかと推測される．

これに対して，午前中は一部の方々には授業準備

や教材開発の参考に供することができたのであれば

幸いである．また，ご不満があったとすれば，それ

はひとえに午前中に新しい試みを敢行した講習担当

者である報告者の責任である．

⑶法制史上の話題提供

先述した千葉大学の「“法”を通して私たちの社会

生活に迫る」社会科授業まで視野に含めるのであれ

ば，法制史上の主要テーマについて言及することも，

けっして的外れではないというのが報告者の考えで

ある．

｢ロマニストとゲルマニスト」では，ローマ法大全

の成立や中世以降のローマ法学に関する初歩的な知

識，19世紀後半ドイツにおけるサヴィニー（Fried-

rich Carl von Savigny, 1779-1861）とティボー

（Anton Friedrich Justus Thibaut, 1772-1840）の民

法典論争からドイツ民法典の成立を扱った．明治期

の日本における民法典論争について授業する上での

参考知識になることが目的である．

高等学校世界史の「ローマ法大全」や日本史の「民

法典論争」は頻出語句の一つである8．いわゆるナ

ポレオン法典の導入提案に対抗してドイツ民族固有

の民法典編纂を推進し，歴史法学の創始者となった

サヴィニーの名も，頻出用語ではないが皆無でもな

い9．法教育が「法や司法の基礎となる見方・考え方」

の教育にある以上，そもそも「民法」とは何か，「市

民社会の法」としての民法成立時期に起こった論争

について，受講生の方々とともに理解を深め合うこ

とが目的であった．

講習では，ローマ法大全の成立に始まり，中世や

近世の諸大学で講じられたローマ法やローマ法継受，

自然法学からナポレオン法典の成立，19世紀の民法

典論争，ドイツ民法典の成立という動きを俯瞰的に

紹介した．

｢『普通の人々』と過去の克服」では，第二次大戦

後のドイツにおける戦争裁判を題材としたベルンハ

ルト・シュリンクの小説『朗読者』10 を取り上げ，

政権担当者ではない普通の人々の戦争責任の論じ方

について問題提起をしてみた．作者はフンボルト大

学（ベルリン）で憲法学を講ずる教授でもある．発

売後５年間で20以上の言語に翻訳され，アメリカで

は200万部を超えるミリオンセラーとなったほどの

有名な作品である．

15歳の少年ミヒャエルと彼の母親のような年齢の

女主人公との恋愛というセンセーショナルな冒頭部

分から始まって，その女主人公が裁かれる「ナチス

時代の犯罪」をどうとらえるか，女主人公の，貧し

いがゆえに満足な教育も受けられなかった境遇と知

識欲，彼女を短絡的・図式的に裁くことをせず理解

しようとするミヒャエルをはじめ，学生たちの議論

からは戦後世代の過去との向き合い方，道義的責任

と法的責任の違いに関する指摘等，いくつもの重い

テーマが層をなしている．ドイツでは学校の教材と

しても使われ，解説書も出されている11．日本でも

読書会や大学のゼミで取り上げられているという12．

映画化13 もされ，2009年度のアカデミー主演女優

賞まで獲得しているが，今回の受講者の皆さんに

とって知名度は低かったようである．「観た／知っ

ている」と答えていただいたのは，27名中１名にと

どまった．

講習のテーマで焦点をあてたのは，ユダヤ人収容

所の看守を勤めたハンナの裁判の場面である．法廷

におけるハンナの受け答えからは，ひたすら職務に

忠実で実直さが表れる．「あなたなら，どうしまし

たか」という問いかけが象徴的である．

関連資料としては，政治哲学者ハンナ・アーレン

ト（Hannah Arendt, 1906-1975）の『イェルサレム

のアイヒマン』14にも言及した．アドルフ・アイヒ

マン（Adolf Otto Eichmann, 1906-1962）はナチス親

衛隊将校にして「ユダヤ人問題の最終的解決」に主

導的役割を果たしたとされる．アイヒマンの裁判を

取材してみると，「悪」の化身と想像されていたアイ

ヒマンは，「異常者」には見えず，どこにでもいる平

凡な役人でしかなかった．アイヒマンは自分のして

いることが「どういうことか全然わかっていなかっ

た」のだ，とアーレントは指摘する．『朗読者』の女

主人公とアイヒマンとでは役割の大きさが異なるも

のの，その態度には共通する心理が見られ，「誰でも
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そうなってしまうかもしれない」危険への警告を喚

起したかった．

ハンナにはもう一つ，別の要素が加わって，いつ

のまにか主犯に仕立てられ，他の被告人よりも重い

刑に服することになる．おそらく貧しさゆえに学校

へ行けず，読み書きができないという私的な事情を

公衆の面前にさらけだすよりは，戦争犯罪人として

重い罰も甘んじて受ける．こうした行動について，

教育関係者の立場からどのような意見が出てくるか，

担当講師としても興味を持っていた．

⑷受講生の感想および考察

盛りだくさんの内容を限られた時間に詰め込んで

しまったこと，課題を予め指定していたこと15，ペー

パー作成時間も短かったことから，午前中の感想を

書く余裕は取りにくかったのではないかと推測され

る．

前半部分については，具体的な感想を述べること

自体難しかったようであるが，「新しい世界を教え

ていただいた」ことへの感謝を述べていただいてい

る．

これに対して，『朗読者』は印象的だったようであ

る．例えば，女主人公たちが裁かれる犯罪の一つに

は，強制労働用の収容所から絶滅収容所（アウシュ

ビッツ）へ送る囚人の選別に関わったことが挙げら

れている．ハンナは言う，「次から次へ新しい囚人

が送られてくるので」送る人を職務として「選ばね

ばならなかった」と．裁判官がそれを「では，その

かわり『あなた』と『あなた』は『死ね』というこ

とですね」と言い直されたとき，ハンナは当惑した

表情を見せるのである．また護送中，囚人たちの宿

泊先が爆撃され，火事になっても鍵を開けてやらず，

挙句にほぼ全員を焼き殺してしまった罪について，

「鍵を開ければ村は混乱するし，囚人を逃がしてし

まう．私たちは看守なので責任があったのです」と

答える．その過程で，「殺す」とか「死なせる」とい

うのがハンナの「意志」ではなく，「そのような立場

に追い込まれただけではないのか」と，単純な決め

つけを見直した，という感想があった．

また，裁判を傍聴していた学生が，６人の女看守

たちだけを法廷に呼び出し，収容所があることを

「知っていて何もしなかった人」すなわち自身の親

や隣人，教師たちの「罪」が「重く心にのしかかっ

た」という記述もあった．

『朗読者』を取り上げることについて「このように

揺すぶられる題材を通して考えていくことが，人の

良心や正義感を培う」と評価していただけたようだ．

｢『あなたならどうしましたか？』の言葉にドキッ

としました．『自分なら…』とても考えさせられる

内容でした．二度と戦争のない社会にしなければと

いう思いを強くしました．」

受講生の方から，現場目線の助言をいただくこと

もできた．実は，映画が日本で公開された当時，公

民科の免許取得を希望する３年生向けの授業で『朗

読者』を題材に取り上げたことがある．結果は，い

ろいろな「想定外」の事態が生じ，後味の悪いもの

となった．その一つ一つを述べるつもりないが，い

ろいろな視点を提示したにもかかわらず，やっと比

較的真面目に取り組んでいた学生が一人，「字が読

めないと可哀そうだ」と述べると，皆，右へならえ

といわんばかりに「識字教育の大切さ」だけしか語

らなくなった．高等学校教員の方によれば，授業が

予期せぬ方向に流れて行ってしまう「きっかけ」が

ある．今回でいえば，女主人公のハンナが鉄鋼工場

で働いていたのに，昇進の話が出ると転職し，収容

所の看守に応募したのは，字が読めないのを知られ

たくなかったからだ，だから読み書きができれば，

そもそも戦争犯罪に加担することにはならなかった

のだ，識字教育は大切だな，となるわけである．

確かに，軌道修正するための「条件づけ」や「問

いかけ」も用意しておくべきであった．例えば，「字

の読めたのに看守になった人は，生来の『悪人』ば

かりだったろうか」とか，「字が読めても，看守の方

がとても報酬が高かったとしたらどうだろう」とか，

いっそのこと論点を限定することもできたかもしれ

ない．現場の教員の方々から『朗読者』を題材に選

ぶことについて，背中を押していただいた結果と

なったのが，報告者の個人的な収穫であった．

３．学校教員と法の歴史に関する暫定的考察

｢ロマニストとゲルマニスト」については，「日本

はアメリカ合衆国から憲法をつくってもらったから

英米法の影響を受けているのでは？」という質問が

出た．明治期における近代法制度の確立を語る前に，

民法典成立史を語るときには，出発点を英米法と大

陸法から始めるべきであった．

現代史の話題提供は議論の糸口になるものも多い

が，論点の選び方や整理に注意する必要がある．第

二次大戦の敗戦国という共通の立場にあるドイツと

日本の戦後を比較参照することはきわめて有意義で

もあり，受講生の興味も惹くことができる．ただし，

表面的な比較や短絡的な結論に陥らないための解説

や準備が，講義担当者に厳しく問われるテーマでも
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ある．

おわりに

従来の取り組みを顧みて，必要ではあるものの十

分ではなかった，というのが報告者の感想である．

ただし，その判断にあたっては，受講する学生側の

問題点も指摘できる．

この点，現職の教員の方々に受講していただく免

許更新講習は課題を抽出するにあたり，大変有難い

機会となった．

今後の課題は，本報告では取り上げる余裕がな

かったものの，受講生の感想からいただいた．飯田

弁護士のお話に関しての感想である．お話の内容で

は，新しい中学校の教科書で「効率と公正」「対立と

合意」の単元が加わったことに関連して，裁判で認

定される「事実」と「真実」との区別について実務

に即しつつお考えを述べていただいていた．

｢私たち教員が意図する学習効果と司法に携わる

方々の目指す法教育には，共通理解が成り立ってい

ない面があるからだと思います［…］国や法曹が求

めている法教育は，今日のグローバル化した社会や

現実社会において必要なものではありますが，教育

の現場において私たち教師は，子どもの姿を中心に，

子どもたちの学びをどう豊かにするか，真実はあや

ういものであるかもしれないけれども，それを追究

する姿を育てたいと考えるため，そのまま法教育を

持ち込むのはとても難しいと思います．つまりは，

もっと私たち教師と法曹の方々が情報交換をする場

が必要なのだと思います」

講習中にお話をうかがうなかで，また感想を読む

うちに，いくつか基礎法学分野で話題提供するべき

文献や素材を思いやることはできたつもりである．

現場の教員と法実務家の間で基礎法研究者が「余計

者」となるのか，あるいは「架け橋」となりうるの

かが問われている．

＊本報告は科研費 平成24〜平成26年度科学研究費

補助金（研究代表者：上田理恵子，課題番号24653026）

による成果の一部である．

１ ただし，国によって位置づけは一様ではない．日本の大

学では，選択科目とされる場合が多いが，ドイツ語圏の

大学では，導入科目としても，上級者用科目としても設

置される．ドイツの法学部生向け西洋法制史教材がこ

のほど翻訳された例として，ファルク＝ルミナティ＝

シュメーケル／小川浩三・福田誠治・松本尚子監訳『ヨー

ロッパ史のなかの裁判事例』（ミネルヴァ書房，2014年）

参照．

２ このテーマに関しては多数の先行研究があるが，村上淳

一編『法律家の歴史的素養』（東京大学出版会，2003年）

を始め，村上淳一による一連の著作がある．民法学者の

立場からは原島重義『法的判断とは何か』（九州大学出

版会，2002年）等を参照．

３ 千葉大学教育学部・附属連携研究社会科部編『社会が見

えてくる“法”教材の開発』（明治図書，2008年）参照．説

明は主に14頁だが，授業実践例が複数紹介されている．

４ この授業実践および研究会については法教育フォーラ

ムのサイトに詳細な紹介がある．（http: //www.

houkyouiku.jp/10020401 最終閲覧日2014年10月23日）

５ 青木人志『「大岡裁き」の法意識―西洋法と日本人―』

（光文社，2005年）特に92-105頁．

６ なお，授業科目といってもカリキュラムは大学毎に異な

るため，あくまで熊本大学教育学部内にとどまる．本学

のカリキュラムを法教育との関連して考察したものに，

拙稿「教員養成課程における法教育の担い手養成にあ

たって」法と教育２（2011），87-95頁．

７ このあたりの議論につき，樋口陽一『「日本国憲法」まっ

とうに議論するために』（みすず書房，2006年）35-43頁．

８ 全国歴史教育研究協議会編『世界史Ｂ用語集 改訂版』

（山川出版社，2008年 以下『世界史Ｂ用語集』と略す）

によれば，高等学校世界史Ｂの教科書刊行会社のうち，

「ローマ法」の語は10社，「ローマ法大全」は11社の教科

書に記載されているという．また全国歴史教育研究協

議会編『日本史Ｂ用語集 改訂版』（山川出版社，2009

年）によれば「民法典論争」は９社，「民法」「ボアソナー

ド」ともに11社，「民法出デテ忠孝滅ブ」の論題や，その

報告者の「穂積八束」は７社の教科書に記載されている．

いわゆるボアソナード民法施行無期延期後，新民法典の

起草に当たった「梅謙次郎」は４社，「穂積陳重」につい

ては１社に記載されている．もう一人の起草者である

「富井政章」の名前は，民法典起草に関連してではなく，

日露戦争直前の七博士意見書との関連で１社の教科書

に登場する．

９ 『世界史Ｂ用語集』によれば，「サヴィニー」３社，「歴史

法学」５社となっている．「ナポレオン法典（フランス

民法典）」は11社にのぼる．

10 Schlink, Bernhard, Der Vorleser, Zürich : Diogenes-Ver-

lag, 1995（ベルンハルト・シュリンク／松永美穂訳『朗

読者』新潮社＜新潮文庫＞2003年，以下シュリンク／松

永訳『朗読者』と略す）．

11 大学入学資格試験（Abitur）や高等学校での授業向けの

上田理恵子
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参考書として例えば以下のような図書がある．Urban,

Cerstin, Bernhard Schlink Der Vorleser: Kommentare,

Diskussionsaspekte und Anregungen für prodution-

sorentiertes Lesen, Hollfeld 2000 ; Möckel, Magret,

Textanalyse und Interpretation zu Bernhard Schlink

Der Vorleser, 3. Aufl., Hollfeld 2013.

12 ベルンハルト・シュリンク／松永訳『朗読者』訳者あと

がき257頁より．

13 “The Reader”（2008年公開，スティーブン・ダルドリー

監督，邦題『愛を読む人』）

14 Arendt, Hannah, Eichmann in Jerusalem : A Report on

the Banality of Evil Penguin Books, 1994（ハンナ・アー

レント／大久保和郎訳『イェルサレムのアイヒマン』み

すず書房，1969年)

15 課題では①勤務校で「法教育」の授業を実践する場合の

長所と課題，あるいは②授業計画を作成するかを選択し

ていただいた．時間に余裕のある場合に限って感想を

書いていただいた．
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